
荷役作業の安全確保が急務です！

陸上貨物の荷主、配送先、元請事業者等のみなさま

災害は増加傾向
毎年約15,000人が被災しています。

災害防止のためには、
荷主、配送先、元請事業者等の皆様の取組が不可欠です！

安全対策ができているか裏面のチェックリストで確認

陸上貨物運送事業における労働災害が高止まりしています。
新型コロナウイルス感染症拡大により配達需要の増加が見込まれる今、
一人ひとりが安全に安心して働けるよう、安全対策に取り組みましょう！

陸上貨物運送事業における労働災害の傾向

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
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発生率が他業種の４倍
働く人1,000人あたりの死傷者数は8.55人で、
全産業平均2.22人と比較しても高い数値です。

７割が荷役作業で発生
毎年約10,000件の災害が

荷役作業場所で発生しています。

半数が休業1か月以上
荷役作業中の墜落（転落）など、
重篤な災害が多く発生しています。
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■トラック・荷台等からの墜落・転落による死亡災害
⾜を滑らせてリアバンパーから
転落

テールゲートリフターから
転落

必ず保護帽を着用しよう
荷台へのステップなど昇
降設備を設けましょう

■トラック・荷台等での荷崩れによる死亡災害
固定ベルトを外した途端に多く
の⾓材が落下

ドラム⽸とともに転落。
ドラム缶が被災者に直撃

荷崩れしないよう、積み
付け時に、適切な固定・
固縛を⾏いましょう

■フォークリフト使用時における死亡災害
歩⾏者⽴⼊禁⽌エリアにいた被
災者がフォークリフトと接触

フォークリフトアップ（上昇）時の
安全不確認により被災者がコールド
ロールボックスパレットの下敷きに

フォークリフトのオペ
レーターやその周囲の作
業者は、定められたルー
ルをしっかり守りましょ
う

■トラックの 無⼈暴⾛による 死亡災害
坂道で動き出した無人トラック
を ⽌めようとして轢かれる

積雪路⾯で無⼈トラックが動き出
し住宅ガレージの支柱に挟まれる

降⾞時には必ず逸⾛防⽌
措置（パーキングブレー
キ→エンジン停止→ギア
ロック→輪⽌め）を実施
しましょう

■トラック後退時 における 死亡災害
トラックの後退誘導時にトラッ
クと電柱に挟まれる

トラックの荷役作業指示中に 後
退してきた別のトラックに接触 後退誘導のルールを定め

ましょう
トラックを後退させるの
は後方確認ができるとき
だけにしましょう

荷役作業時の死亡災害にみる災害パターン別の主な原因と対策

いつもの作業の少しの不具合が、重⼤事故につながります

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインをご活⽤ください

荷役作業を安全に⾏えるよう、床の凹凸をなくしたり、明るくしたり、
整理整頓を⾏うなどの基本的な対策も⼤切です



長時間労働の解消等のためには、荷主の理解と協力が必要です。

※トラック運送事業者の法令違反行為に荷主の関与が
判明すると荷主勧告を発動し、「荷主名」及び
「事案の概要」が公表されます。

詳細は国土交通省リーフレットを参照⇒
https://www.mlit.go.jp/common/001296713.pdf

②墜落、転倒、腰痛等の対策

③陸運事業者との連絡・調整

荷役作業の安全対策チェックリスト
（「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」より）

□墜落や転落を防ぐ対策をしている
（手すりやステップ、墜落制止用器具取付設備（親綱等）の設置等）
□つまずきやすい、滑りやすい場所の対策をしている
（床の段差・凹凸の解消、床面の防滑、防滑靴の使用等）
□人力で荷を扱う作業では、できるだけ機械・道具を使用している

□荷役作業を行わせる陸運事業者には、事前に作業内容を通知している
□荷役作業の書面契約をしている
□配送先における荷卸しの役割分担を安全作業連絡書等で明確にしている
□安全な作業を行えるよう余裕を持った着時刻を設定している

①貴社の荷役場所を安全な状態に

□荷の積卸しや運搬機械、用具等を使用するための十分な広さを確保している
□十分な明るさで作業している
□着時刻の分散など混雑緩和の工夫をしている
□荷や資機材の整理整頓をしている
□風や雨が当たらない場所で作業している

墜落・転落防止：昇降台の導入

墜落・転落防止：三点支持の徹底

腰痛・転倒防止：準備体操の実施

現場で取り組まれている好事例
（「陸上貨物運送事業における労働災害防止対策好事例集(亀戸労働基準監督署)」より）

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト



ロールボックスパレットを使う時は、次のチェックリストで、基本の作業方法を点検しま

しょう。あなたや周りの人たち、そしてあなたの運ぶ大切な荷物を守るため、すべての項目

にチェックがついた状態になってから、作業を始めましょう。

（R3. 9）

ロールボックスパレット

使う前の５つの基本チェックリスト

作業前点検リスト

確認日

年 月 日
確認担当者名

■ 倒れそうになったら無理に支えず逃げること
人が支えられる重さではありません。とにかく身を守ることが優先です

■ 停止時は必ずキャスターストッパーを使用すること
わずかな傾き、風でもパレットが勝手に走り出すことがあります

■ 原則として、傾いた場所では使用しないこと
わずかな傾きでもパレットが思わぬ方向に動き、転倒するおそれがあります

■ 両手で持って運搬すること
片手で引っ張ると、止める時にパレットをコントロールできず止められないことがあります

■ 作業にふさわしい装備をすること
手足の保護だけでなく、しっかりと操作できる装備が不可欠です

都道府県労働局・労働基準監督署

パンフレット「ロールボックスパレット使用時の労働
災害防止マニュアル安全に作業するための８つのルール」
もご確認ください。

作業者に身につけてほしい望ましい装備例

テールゲートリフターのチェックリストは裏面へ▶



テールゲートリフターを使う時は、次のチェックリストで、基本の作業方法を点検しましょ

う。あなたや周りの人たち、そしてあなたの運ぶ大切な荷物を守るため、すべての項目に

チェックがついた状態になってから、作業を始めましょう。

（R3. 9）

作業前点検リスト

確認日

年 月 日
確認担当者名

■ 昇降板では荷を後退りで運搬しないこと
引っ張ると後ろは見えません。この方法で荷台高さからの転落が頻発しています

■ キャスター付きの荷を使う時は、必ずストッパーを使用すること
作業者が支えても事故につながることがあります

■ 原則として、傾いた場所では使用しないこと
ロールボックスパレットが思わぬ方向に動くことがあります。水平な場所で使用してください

■ 昇降板の位置を目視で確認してから運搬すること
荷台高さにあると思い込んで、転落する可能性があります

■ 作業にふさわしい装備をすること
手足の保護だけでなく、しっかりと操作できる装備が不可欠です

都道府県労働局・労働基準監督署

作業者に身につけてほしい望ましい装備例

ロールボックスパレットのチェックリストは裏面へ▶

テールゲートリフター

使う前の５つの基本チェックリスト

パンフレット「テールゲートリフターを安全に利用する
ために ２ステップで学ぶ６基本＆11場面別ルール」も
ご確認ください。










